
動物の輸出入検疫速報（平成２１年１月分）

（単位：頭、羽、群）

輸 入 輸 出
　牛 1,494 -
　豚 72 -
　めん羊 - -
　山羊 - -

　その他の偶蹄類 - -

　馬 118 8

　その他の馬科 2 -

　兎 1,053 9

　鶏 - -
　うずら - -
　だちょう - -
　七面鳥 - -
　あひる - -
　がちょう - -

　その他のかも目の鳥類 - -

　初生ひな（鶏） 42,672 -

　初生ひな（その他） - -

　種卵 - -

　みつばち（群） - -

　指定検疫物以外の動物（注２） - 9,069

　犬 544 396
　猫 126 131
　あらいぐま - -
　きつね - -

　スカンク - -

　サル

（資料）動物検疫所調べ
（注１）解放頭羽数ベースの速報値のため、数値が変更となることがある。
（注２）家畜伝染病予防法第４５条第１項第１号に基づく検査を実施した動物。



骨 砕骨 蹄角 骨腱 蹄角粉 その他の骨 計

2,344,547 1,290,749 30,498 130,362 61,200 - 3,857,355

牛肉 豚肉 めん羊肉 山羊肉 シカ肉
その他の
偶蹄類肉

加熱処理牛肉

37,359,556 69,948,208 2,961,231 2,552 499 - 674,029

加熱処理豚肉
加熱処理

その他の偶蹄類
ハム 加熱処理ハム ソーセージ

加熱処理
ソーセージ

ベーコン

1,617,052 - 134,898 25,385 827,003 2,573,402 113,076

加熱処理
ベーコン

馬肉 兎肉 家禽肉 犬肉
非加熱

その他の肉
加熱処理
その他の肉

8,206 562,283 3,272 28,945,497 10,000 902,215 6,067,586

家禽
加熱処理肉

加熱処理
その他の家禽肉

計

28,397,065 2,373,534 183,506,548

牛臓器 豚臓器
その他の偶蹄類

の臓器
加熱処理
牛の臓器

加熱処理
豚の臓器

加熱処理その他
の偶蹄類の臓器

偶蹄類以外の
臓器

186,360 42,948 758 - - - 62,321

消化管等
加熱処理
消化管等

ケーシング 脂肪
非加熱

その他の臓器
加熱処理

その他の臓器
加熱処理

家禽臓器・消化管

1,840,555 394,884 440,348 2,836,252 786 - 219,539

加熱処理その他
の家禽臓器

計

58 6,024,808

食用殻付卵 液卵 その他の卵 計

47,850 707,741 10,504 766,095

牛皮 豚皮 めん羊皮 山羊皮 シカ皮
その他の
偶蹄類の皮

馬皮

4,576,994 309,464 43,569 110 22,381 - 185,927

兎皮 犬皮 その他の皮 計

- - - 5,138,445

牛毛 豚毛 羊毛 山羊毛 シカ毛
その他の
偶蹄類の毛

馬毛

- 7,291 275 37,567 - 2,618 3,541

兎毛 羽毛 犬毛 その他の毛 計

9,200 335,313 - - 395,804

血粉 肉粉 肉骨粉 皮粉・羽毛粉 計

32,394 - - - 32,394

精液
(アンプル）

受精卵
（個）

ふん・尿 計

19,812 56 - 0

穀物のわら 飼料用の乾草 その他 計

17,086,040 - 226,980 17,313,020

総計

217,034,469

資料）動物検疫所調べ

(注） １．解放重量ベースの速報値の為、数値が変更となることがある。

２．携帯品・郵便物として輸入されたものは除く。

４．「偶蹄類以外の臓器」には、馬、家禽、兎及び犬の臓器を含む。

５．「消化管等」には、消化管、子宮及び膀胱を含む。

６．「その他の肉（臓器）」には、餃子やピザなど肉（臓器）を含む調製品である。

９．その他の畜産物の計に精液、受精卵は含めない。

１０．総計に「その他の畜産物」は含めない。

骨類

肉類

臓器類

　輸入畜産物検疫数量速報（平成21年1月分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：Kg）

７．「加熱処理肉」、「加熱処理ソーセージ、ハム、ベーコン」、「その他の加熱処理肉」は、農林水産大臣の指定した処理施設
　　で一定の加熱処理がなされたものである。なお、家禽肉由来のものは含めない。

８．「家禽加熱処理肉」は、農林水産大臣の指定した施設で加熱処理された鶏、あひる、うずら、がちょう、だちょう及び
　　その他かも目由来の肉、ハム、ソーセージ及びベーコンである。

卵類

皮類

毛類

ミール類

その他
畜産物

わら類

３．「家禽肉」は、鶏、あひる、うずら、がちょう、だちょう及びその他かも目由来の肉、ハム、ソーセージ及びベーコンである。



骨 砕骨 蹄角 骨腱 生骨粉 加熱処理骨粉 蹄角粉

5,140 - - - - - -

その他の骨 計

- 5,140

牛肉 豚肉 めん羊肉 山羊肉 シカ肉
その他の
偶蹄類肉

ハム

22,490 71,231 - - - - 688

ソーセージ ベーコン 馬肉 兎肉 家禽肉 犬肉
非加熱

その他の肉

1,389 452 - - 1,094,856 - 28,603

計

1,219,708

牛臓器 豚臓器
その他の偶蹄類

の臓器
偶蹄類以外の

臓器
消化管等 ケーシング 脂肪

- 7 - 47 2,696 - -

非加熱
その他の臓器

計

- 2,750

殻付卵 液卵 その他の卵 計

57,611 525 -  58,136

牛皮 豚皮 めん羊皮 山羊皮 シカ皮
その他の
偶蹄類の皮

馬皮

254,590 5,395,599 - - - - -

兎皮 犬皮 その他の皮 計

- - - 5,650,189

牛毛 豚毛 羊毛 山羊毛 シカ毛
その他の
偶蹄類の毛

馬毛

- - - 302 60 - -

兎毛 羽毛 犬毛 その他の毛 計

- 10,760 - - 11,122

血粉 肉粉 肉骨粉 羽毛粉 計

- - - - 0

精液
(アンプル）

受精卵
（個）

ふん・尿 計

- - 303,000 303,000

総計

6,947,046

資料）動物検疫所調べ

(注） １．解放重量ベースの速報値の為、数値が変更となることがある。

２．携帯品・郵便物として輸入されたものは除く。

３．「家禽肉」は、鶏、あひる、うずら、がちょう、だちょう及びその他のかも目由来の肉である。

４．「偶蹄類以外の臓器」には、馬、家禽、兎及び犬の臓器を含む。

５．「消化管等」には、消化管、子宮及び膀胱を含む。

６．「その他の肉（臓器）」は、餃子やピザなど肉（臓器）の調製品である。

７．その他の畜産物の計に精液、受精卵は含めない。

８．総計に「その他の畜産物」は含めない。

その他
畜産物

卵類

皮類

毛類

ミール類

　輸出畜産物検疫数量速報（平成21年1月分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：Kg）

骨類

肉類

臓器類


